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〇群馬労働局の取組をトピックスで紹介します。お役立ち情報を載せていますので、ぜひ貴法人・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）
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① ５月以降の雇用調整助成金等の特例措置等

〇５月以降の雇用調整助成金等の特例措置等について
以下のとおり、５月・６月の２ヶ月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が
厳しい企業について特例を設ける予定です。

その上で、７月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な特例措置等をそれぞれ更に縮減する
予定です。

また、５月・６月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となる
ものに対し、引き続き、令和３年１月８日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定
です。（上記に該当しない企業については、令和２年１月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断
します）
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③ フリーランス・トラブル110番

○令和３年３ 月 26 日「フリーランスとして安心して働ける
環境を整備するためのガイドライン」が策定されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17629.html

○本ガイドラインに係る内容のうち、 発注者等との契約等の
トラブルなどは、「フリーランス・トラブル 110 番」をご
活用ください。

トピックスのバックナンバー
はHPを見てね！

＜群馬労働局の取組 トピックスコーナー＞

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-
roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/topics.html

② テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

○平成30年２月に策定いたしました「情
報通信技術を利用した事業場外勤務の
適切な導入及び実施の推進のためのガ
イドライン」を「テレワークの適切な
導入及び実施の推進のためのガイドラ
イン」に改定しました。

○これは、テレワークの推進を図るため
のガイドラインということを明示的に
示すためです。

詳細は、以下のURLをご覧ください。

○https://www.mhlw.go.jp/stf/seisak
unitsuite/bunya/koyou_roudou/rou
doukijun/shigoto/guideline.html
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